
 

付議事件及び審議結果 

５月２３日上程 

報告第 ３号 町長の専決処分事項の報告について ５月２３日 承認 

議案第２３号 坂城町副町長の選任につき同意を求めることについて ５月２３日 同意 

議案第２４号 坂城町教育委員会教育長の任命について ５月２３日 同意 

議案第２５号 坂城町教育委員会委員の任命について ５月２３日 同意 

議案第２６号 坂城町監査委員の選任につき同意を求めることについて ５月２３日 同意 

議案第２７号 坂城町監査委員の選任につき同意を求めることについて ５月２３日 同意 

議案第２８号 平成３０年度坂城町立小中学校空調設備設置工事請負契約の 

       締結について ５月２３日 可決 

発議第 １号 地域交通網対策特別委員会の設置について ５月２３日 可決 

発議第 ２号 坂城駅周辺活性化特別委員会の設置について ５月２３日 可決 

発議第 ３号 広報発行対策特別委員会の設置に関する決議について ５月２３日 可決 
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令和元年第２回坂城町議会臨時会会議録 
 

１．招集年月日   令和元年５月２３日 

２．招集の場所   坂城町議会議場 

３．開   会   ５月２３日 午前１０時００分 

４．応招議員    １４名 

    １番議員  西 沢 悦 子 君    ８番議員  玉 川 清 史 君 

    ２ 〃   小宮山 定 彦 君    ９ 〃   滝 沢 幸 映 君 

    ３ 〃   山 城 峻 一 君   １０ 〃   朝 倉 国 勝 君 

    ４ 〃   祢 津 明 子 君   １１ 〃   吉 川 まゆみ 君 

    ５ 〃   中 島 新 一 君   １２ 〃   塩野入   猛 君 

    ６ 〃   大日向 進 也 君   １３ 〃   中 嶋   登 君 

    ７ 〃   栗 田   隆 君   １４ 〃   大 森 茂 彦 君 

５．不応招議員   なし  

６．出 席 議 員   １４名 

７．欠 席 議 員   なし 

８．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

          町 長   山 村   弘 君 

          教 育 長   宮 﨑 義 也 君 

          会 計 管 理 者   青 木 知 之 君 

          総 務 課 長    柳 澤   博 君 

          企 画 政 策 課 長   臼 井 洋 一 君 

          住 民 環 境 課 長   山 崎 金 一 君 

          福 祉 健 康 課 長   伊 達 博 巳 君 

          商 工 農 林 課 長   大 井   裕 君 

          建 設 課 長    宮 下 和 久 君 

          教 育 文 化 課 長   堀 内 弘 達 君 

          収 納 対 策 推 進 幹    池 上   浩 君 

         まち創生推進室長    柳 澤 英 明 君 

          総 務 課 長 補 佐                          北 村 一 朗 君           総 務 係 長     
          総 務 課 長 補 佐                       長 崎 麻 子 君           財 政 係 長     
          企画政策課長補佐                       瀬 下 幸 二 君           企 画 調 整 係 長    

          保健センター所長   細 田 美 香 君 

          子 ど も 支 援 室 長   鳴 海 聡 子 君 

９．職務のため出席した者 

          議 会 事 務 局 長   関   貞 巳 君 

          議 会 書 記   宮 崎 あかね 君 
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10．議事日程 

第 １ 町長招集あいさつ 

第 ２ 仮議席の指定について 

第 ３ 議長の選挙について 

第 ４ 議席の指定について 

第 ５ 会議録署名議員の指名について 

第 ６ 会期の決定について 

第 ７ 副議長の選挙について 

第 ８ 常任委員会委員の選任について 

第 ９ 議会運営委員会委員の選任について 

第１０ 一部事務組合議会議員等の選挙について 

第１１ 報告第 ３号  町長の専決処分事項の報告について 

第１２ 議案第２３号  坂城町副町長の選任につき同意を求めることについて 

第１３ 議案第２４号  坂城町教育委員会教育長の任命について 

第１４ 議案第２５号  坂城町教育委員会委員の任命について 

 第１５ 議案第２６号  坂城町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

 第１６ 議案第２７号  坂城町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

 第１７ 議案第２８号  平成３０年度坂城町立小中学校空調設備設置工事請負契約の 

締結について 

追加第 １ 発議第 １号 地域交通網対策特別委員会の設置について 

追加第 ２ 発議第 ２号 坂城駅周辺活性化特別委員会の設置について 

追加第 ３ 発議第 ３号 広報発行対策特別委員会の設置に関する決議について 

追加第 ４ 特別委員会委員の選任について 

11．本日の会議に付した事件 

  10．議事日程のとおり 

12．議事の経過 

議会事務局長（関君）  事務局長の関です。 

 本臨時会は、一般選挙後の初めての議会です。議長が選挙されるまでの間、地方自治法第

１０７条の規定により、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行うこととなっており

ます。 

 年長の朝倉国勝議員をご紹介いたします。 

議長（朝倉君）  ただいま紹介いただきました朝倉国勝でございます。地方自治法第１０７条の規

定により、臨時に議長の職務を行います。どうぞよろしくお願いをいたします。 



- 3 - 

 ただいまの出席議員は１４名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより令和元年第２回坂城町議会臨時会を開会いたします。 

 なお、会議に入る前にカメラ等の使用の届け出がなされております。これを許可してあります。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 地方自治法第１２１条の規定により、出席を求めた者は理事者を初め各課等の長であります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第１「町長招集あいさつ」 

議長（朝倉君）  町長から招集の挨拶があります。 

町長（山村君）  皆さん、おはようございます。本日ここに元号も改まり、令和元年第２回坂城町

議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様全員のご出席をいただき開会できますことを

心から感謝申し上げます。 

 さて、このたびの統一地方選挙で当選されました議員の皆様に、心からお祝い申し上げます。 

 私も、町民の皆様方のご支持を得まして、３期目の町政を担当することになりました。これま

での経験を生かし、また、新たな決意と情熱を持って、「活力あふれた、輝く元気な町づくり」

に取り組んでまいりたいと考えております。今後ともご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げ

ます。 

 なお、私のこれからの町政に対する考え方につきましては、６月の議会定例会において述べさ

せていただきます。 

 本議会にご審議をお願いいたします案件は、議会の人事案件のほか、条例改正と一般会計及び

特別会計補正予算の専決処分事項の報告、副町長の選任、教育長、教育委員の任命、識見を有す

る監査委員、議会選出の監査委員の選任、工事請負契約の締結についての計７件でございます。

よろしくご審議を賜りまして、ご決定いただきますようお願い申し上げまして、招集の挨拶とさ

せていただきます。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第２「仮議席の指定について」 

議長（朝倉君）  仮議席は、ただいま着席のとおりといたします。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第３「議長の選挙について」 

議長（朝倉君）  お諮りをいたします。 

 議長の選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にい

たしたいと思います。 

 ご異議ございませんか。 
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（異議なしの声あり） 

議長（朝倉君）  異議なしと認め、よって、選挙の方法は指名推選にすることに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、臨時議長が指名することにいたしたいと思います。 

 ご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（朝倉君）  異議なしと認め、よって、臨時議長において指名することに決定いたしました。 

 議長に西沢悦子さんを指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま臨時議長が指名いたしました西沢悦子さんを議長の当選人と定めることにご異議ござ

いませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（朝倉君）  異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました西沢悦子さんが議長に当選されました。 

 ただいま議長に当選されました西沢悦子さんが議場におられます。会議規則第３３条第２項の

規定による当選の告知をいたします。 

 ここで西沢悦子さんの発言を許します。 

１番（西沢さん）  議長就任に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 このたび議員皆様のご推挙をいただき、議長を務めることになりました。もとより経験不足、

力不足は十分承知をいたしておりますが、二元代表制をとる中で、住民の一方の代表としての使

命を果たすべく、全力で議会運営に取り組みます。 

 また、人口の縮減、超高齢化社会という難題を抱えた町づくりにおいては、多様な価値基準を

持つ住民の代表として、議員皆様の議論を深め、調整できる議会を目指します。 

 つきましては、議員皆様のご指導、ご協力を心よりお願いいたしますとともに、理事者を初め

職員の皆様方にも、格段のご支援、ご協力をお願い申し上げ、就任のご挨拶といたします。 

議長（朝倉君）  新議長が決まりましたので、臨時議長の職務が終わりました。各位の協力に感謝

いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（休憩 午前１０時０８分～再開 午前１０時０９分） 

議長（西沢さん）  再開いたします。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第４「議席の指定について」 

議長（西沢さん）  議席は、会議規則第４条第１項の規定により、議長が定めることとなっており



- 5 - 

ます。議席番号と氏名を職員に朗読させます。 

議会事務局長（関君）  朗読いたします。 

 １番 西沢悦子議員、２番 小宮山定彦議員、３番 山城峻一議員、４番 祢津明子議員、

５番 中島新一議員、６番 大日向進也議員、７番 栗田隆議員、８番 玉川清史議員、９番 

滝沢幸映議員、１０番 朝倉国勝議員、１１番 吉川まゆみ議員、１２番 塩野入猛議員、

１３番 中嶋登議員、１４番 大森茂彦議員。以上であります。 

議長（西沢さん）  ただいまの朗読のとおり指定いたします。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第５「会議録署名議員の指名について」 

議長（西沢さん）  会議規則第１２７条の規定により、２番 小宮山定彦君、３番 山城峻一君を

会議録署名議員に指名いたします。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第６「会期の決定について」 

議長（西沢さん）  お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（西沢さん）  異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は本日１日と決定いたしました。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第７「副議長の選挙について」 

議長（西沢さん）  お諮りいたします。 

 副議長の選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選に

いたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（西沢さん）  異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（西沢さん）  異議なしと認めます。 
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 よって、議長において指名することに決定いたしました。 

 副議長に小宮山定彦君を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま副議長に指名いたしました小宮山定彦君を副議長の当選人と定めることにご異議あり

ませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（西沢さん）  異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました小宮山定彦君が副議長に当選されました。 

 ただいま副議長に当選されました小宮山定彦君が議場におられます。会議規則第３３条第２項

の規定による当選の告知をいたします。 

 ここで小宮山定彦君の発言を許します。 

２番（小宮山君）  このたび議員各位のご推挙により、副議長の職につかせていただきました。ま

ずもって責任のその重さを痛感しております。もとより浅学非才であることに十分承知しており

ますが、議長を補佐し、議会本来の役割を果たすべく地道に、全力を尽くす所存であります。つ

きましては、議員各位のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 また、理事者、職員の皆様にも格段のご協力をお願い申し上げまして、就任のご挨拶といたし

ます。 

議長（西沢さん）  次に、町長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

町長（山村君）  議長、副議長ご就任のお祝いのご挨拶を一言申し上げます。 

 ただいま令和元年第２回坂城町議会臨時会におきまして、議長に西沢悦子議員、副議長に小宮

山定彦議員が推挙され、就任されましたことを心からお祝い申し上げます。 

 さて、議会とは、申すまでもなく、町民の皆様の意思を代表、決定する合議制の機関であり、

議決により地方公共団体、すなわち坂城町の意思を決定する議決機関であります。この中におき

まして、議長は議会を代表し、また副議長は議長を補佐するという大変重い重責を担われます。 

 執行側の私たちともども、それぞれの役割を分担し、相互に独立しながらも連携を保ち、より

よい町づくりに向けて、ともに頑張らせていただきたいと思っております。 

 つきましても、健康が第一でございます。健康に留意され、ますますのご活躍をご祈念申し上

げまして、お祝いの挨拶とさせていただきます。本日は、誠におめでとうございました。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第８「常任委員会委員の選任について」 

議長（西沢さん）  常任委員会委員の選任につきましては、委員会条例第６条第４項の規定により、

議長において指名いたすことになっております。職員をして朗読のとおり指名いたしたいと思い

ます。 
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議会事務局長（関君）  朗読いたします。 

 総務産業常任委員会委員、滝沢幸映議員、中島新一議員、西沢悦子議員、塩野入猛議員、吉川

まゆみ議員、玉川清史議員、大日向進也議員。 

 社会文教常任委員会委員、大森茂彦議員、栗田隆議員、小宮山定彦議員、中嶋登議員、朝倉国

勝議員、祢津明子議員、山城峻一議員。以上であります。 

議長（西沢さん）  お諮りいたします。 

 ただいまの朗読のとおり、各常任委員会の委員を指名することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（西沢さん）  異議なしと認めます。 

 よって、朗読のとおり、各常任委員会の委員を選任することに決定いたしました。 

 なお、委員会条例第７条第２項の規定による常任委員長及び同副委員長の互選の結果について

報告を申し上げます。 

 総務産業常任委員長、滝沢幸映君、同副委員長、中島新一君、社会文教常任委員長、大森茂彦

君、同副委員長、栗田隆君。以上であります。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第９「議会運営委員会委員の選任について」 

議長（西沢さん）  議会運営委員会委員の選任につきましては、委員会条例第６条第４項の規定に

より、議長において指名いたすことになっております。職員をして朗読のとおり指名いたしたい

と思います。 

議会事務局長（関君）  朗読いたします。 

 議会運営委員会委員、吉川まゆみ議員、滝沢幸映議員、大森茂彦議員、塩野入猛議員、祢津明

子議員。以上であります。 

議長（西沢さん）  お諮りいたします。 

 ただいまの朗読のとおり、議会運営委員会委員を指名することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（西沢さん）  異議なしと認めます。 

 よって、朗読のとおり議会運営委員会委員を選任することに決定いたしました。 

 なお、委員会条例第７条第２項の規定による議会運営委員長及び同副委員長の互選の結果につ

いて報告を申し上げます。 

 議会運営委員長、吉川まゆみさん、同副委員長、滝沢幸映君。以上であります。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第１０「一部事務組合議会議員等の選挙について」 

議長（西沢さん）  選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名
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推選にいたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（西沢さん）  異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（西沢さん）  異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定いたしました。 

 職員に朗読させます。 

議会事務局長（関君）  朗読いたします。 

 長野広域連合議会議員、西沢悦子議員、塩野入猛議員。 

 上田地域広域連合議会議員、小宮山定彦議員、吉川まゆみ議員。 

 葛尾組合議会議員、中嶋登議員、滝沢幸映議員、栗田隆議員、中島新一議員。 

 千曲衛生施設組合議会議員、吉川まゆみ議員、玉川清史議員、大日向進也議員。 

 六ヶ郷用水組合議会議員、塩野入猛議員、朝倉国勝議員、滝沢幸映議員、山城峻一議員。 

 千曲坂城消防組合議会議員、大森茂彦議員、朝倉国勝議員、祢津明子議員。以上であります。 

議長（西沢さん）  お諮りいたします。 

 ただいまの朗読のとおり、議長指名による当選人とすることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（西沢さん）  異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしましたとおり、それぞれが一部事務組合議会議員に当選されまし

た。会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

────────────────────────────────────── 

議長（西沢さん）  日程第１１「報告第３号 町長の専決処分事項の報告について」を議題といた

します。 

 職員に報告を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（西沢さん）  朗読が終わりました。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君）  それでは、専決第３号から１２号まで、順次ご説明申し上げます。 
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 まず、専決第３号「坂城町商工業振興条例の一部を改正する条例について」ご説明申し上げま

す。 

 本件は、県の中小企業融資制度の規定が改正され、制度資金の名称が一部改正されたことに伴

い、町商工業振興条例で引用している県の制度資金の名称を改めるため、条例の一部を改正する

ものでございます。 

 改正内容といたしましては、本条例第２３条の保証料を補給する資金につきまして、小規模企

業発展資金を加え、新事業活性化資金を削るものでございます。 

 次に、専決第４号「坂城町税条例等の一部を改正する条例について」ご説明申し上げます。 

 本件は、国の税制改正により地方税法及び関係法令等が改正され、３月２９日にそれぞれ公布

されたことに伴い、坂城町税条例の一部を改正したものでございます。 

 主な改正内容といたしましては、個人住民税について、地方税法等により、ふるさと納税制度

の見直しに伴い、総務大臣から指定された地方団体への寄附金を特例控除対象寄附金として特例

控除額を所得割から控除する改正、住宅借入金特別控除に係る特定取得をした場合、令和元年

１０月１日から令和２年１２月３１日入居について、控除期間を３年延長する改正、児童扶養手

当の支給を受けている児童の父又は母のうち、婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかで

ない者で、前年の合計所得金額が１３５万円以下である場合、非課税とすることとし、令和３年

度課税分から非課税とする改正であります。 

 次に、軽自動車税について、消費税率の引き上げに合わせ、自動車の車体課税の見直しが行わ

れ、現行の軽自動車税は、令和２年度課税から「種別割」に名称変更し、取得時に課税となる

「環境性能割」を導入する改正、また軽自動車税グリーン化特例の軽減を令和３年度課税まで延

長することとし、令和４年度、令和５年度課税については、自家用で電気自動車及び一定の排出

ガス性能を備えたものに限り軽減することに改正いたしたものでございます。 

 次に、専決第５号「坂城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について」ご説明申し上

げます。 

 本件は、国の税制改正により地方税法及び関係法令等が改正され、３月２９日にそれぞれ公布

されたことに伴い、坂城町国民健康保険税条例の一部を改正したものでございます。 

 改正内容といたしましては、国民健康保険税の医療給付費分である基礎課税額に係る課税限度

額を６１万円に引き上げる改正をいたしたものでございます。 

 また、前年の所得額が一定の所得基準以下の世帯につきましては、所得額に応じて均等割額及

び平等割額の７割・５割・２割を軽減する負担軽減措置を行っておりますが、軽減判定所得の算

定に用いる被保険者の数に乗ずべき金額を、５割軽減は２８万円に、２割軽減は５１万円にそれ

ぞれ引き上げ、負担軽減措置の対象世帯を拡大する改正をいたしたものでございます。 

 次に、専決第６号「坂城町介護保険条例の一部を改正する条例について」ご説明申し上げます。 
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 本件は、３月２９日に介護保険法施行令が改正・公布されたことに伴い、坂城町介護保険条例

の一部を改正したものでございます。 

 内容といたしましては、所得に応じ１１段階に区分して定めている第１号被保険者の介護保険

料のうち、所得の低い方に対する介護保険料の軽減強化を図るため、住民税非課税世帯に該当す

る第１段階から第３段階の保険料を減額賦課するものであります。 

 既に年３万６００円から２万７，６００円に減額賦課をしておりました第１段階の保険料をさ

らに２万２，９５０円といたします。 

 また、新たに第２段階及び第３段階も減額賦課の対象とし、第２段階は４万５，９００円から

３万８，２５０円に、第３段階は４万５，９００円から４万４，３７０円へ減額するものでござ

います。 

 次に、専決第７号「平成３０年度坂城町一般会計補正予算（第９号）について」ご説明申し上

げます。 

 本件は、特別交付税の確定や町たばこ税など最終見込みにより、専決をいたしたものでござい

ます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７６８万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

７０億２，４５０万１千円といたしたものであります。 

 歳入の主な内容につきましては、町たばこ税など町税全体で１，１６８万５千円、地方交付税

５，４５９万３千円、地方譲与税７４２万９千円、自動車取得税交付金５０２万７千円、有線放

送電話特別会計繰入金８１０万４千円、派遣職員給与費負担金８００万円をそれぞれ増額し、財

政調整基金繰入金６，９６３万９千円、民生費県補助金などの県支出金７４２万５千円、緊急防

災・減災事業債などの町債８３０万円をそれぞれ減額いたしたものであります。 

 歳出の主なものにつきましては、工業振興施設等整備基金への積立金５千万円、公園整備基金

への積立金５，４００万円、文教施設等整備基金への積立金５千万円をそれぞれ増額し、介護保

険特別会計への繰出金１，１３４万１千円、町道等に係る除雪経費等５２９万９千円をそれぞれ

減額したほか、それぞれの事業実績等により精算、調整をいたしたものでございます。 

 次に、専決第８号「平成３０年度坂城町有線放送電話特別会計補正予算（第３号）について」

ご説明申し上げます。 

 本件は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７３９万５千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を１億２，７５２万９千円とするものであります。 

 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、使用料及び手数料３万７千円、基

金繰入金７３５万８千円を増額するものでございます。 

 歳出につきましては、財産管理費６０万９千円、予備費１０万円を減額し、一般会計繰出金

８１０万４千円を増額するものでございます。 
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 なお、平成３０年度をもちまして、坂城町有線放送電話特別会計及び坂城町有線放送電話設備

基金の清算がすべて完了いたしました。 

 続きまして、専決第９号「平成３０年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につ

いて」ご説明申し上げます。 

 本件は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６，３５１万４千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を１４億５，１５５万２千円といたしたものでございます。 

 歳入の主な内容につきましては、国民健康保険税７１３万３千円を増額し、県支出金６，

０１１万９千円、基金繰入金１，０３０万１千円を減額したものでございます。 

 歳出の主な内容につきましては、保険給付費６，０２５万３千円、保健事業費２１５万７千円

を減額したものでございます。 

 続きまして、専決第１０号「平成３０年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第６号）につ

いて」ご説明申し上げます。 

 本件は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３１９万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

１３億４，７７４万８千円といたしたものであります。 

 歳入の主な内容につきましては、受益者負担金を１０万９千円、下水道使用料及び手数料を

３０８万１千円を増額いたしたものでございます。 

 歳出の主な内容につきましては、一般管理費６９万８千円、施設管理費１８３万９千円、公債

費３万４千円を減額し、公共下水道事業費５７６万１千円を増額いたしたものでございます。 

 また、国道１８号の舗装復旧工事において、国道事務所との協議により、交通の安全対策強化

の目的から、国道と接する町道及び住宅、店舗等の出入り口等に生じる舗装段差を抑制する段差

解消工事など増工が生じたため、繰越明許費を３月議会の補正予算計上額に追加して計上するも

のでございます。 

 次に、専決第１１号「平成３０年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第３号）について」ご

説明申し上げます。 

 本件は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５，３４１万１千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を１３億９，２１３万４千円といたしたものであります。 

 歳入の主なものにつきましては、保険料２９９万４千円を増額し、国庫支出金３７７万１千円、

支払基金交付金２，２７３万４千円、県支出金４０７万４千円、繰入金２，５８７万７千円を減

額したものであります。 

 歳出の主なものにつきましては、基金積立金８７１万円、予備費２，４５８万８千円を増額し、

保険給付費８，１６５万円を減額したものであります。 

 最後に、専決第１２号「平成３０年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につ

いて」ご説明申し上げます。 
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 本件は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を２億１，３２３万６千円といたしたものであります。 

 歳入の主なものにつきましては、後期高齢者医療保険料３８万８千円を増額いたしたものでご

ざいます。 

 歳出の主なものにつきましては、後期高齢者医療広域連合納付金３８万７千円を増額いたした

ものでございます。 

 以上、専決処分事項についてご報告いたします。 

議長（西沢さん）  提案理由の説明が終わりました。 

 報告事項等、調査のため、１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時４５分～再開 午前１０時５４分） 

議長（西沢さん）  再開いたします。 

 ただいまお手元に追加議案の提出がありました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま提出されました議案を日程に追加いたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（西沢さん）  異議なしと認め、日程に追加することに決定いたしました。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第１１「報告第３号 町長の専決処分事項の報告について」 

 専決第３号「坂城町商工業振興条例の一部を改正する条例について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）承認」 

────────────────────────────────────── 

 専決第４号「坂城町税条例等の一部を改正する条例について」 

議長（西沢さん）  これより質疑に入ります。 

１４番（大森君）  税条例の改正についてご質問いたします。 

 特に、軽自動車税についてでありますけども、これまでの軽自動車税が２つに分かれて課税さ

れるというふうに説明を受けました。これについて、最初の新規となる軽自動車税の環境性能割

というところで、その説明の中では、平成３２年度燃費基準達成が税率１％、そして臨時的措置

の軽減が非課税と、上記以外の車については２％が一般的に税率として出て、そして臨時的軽減

では１％ということになり、この特例は国費で補填されるということになるんですが、これにつ

いては軽自動車の所有者について負担がどのようになるのか、まずこれ１点。 

 それから、あと軽自動車税の種別税率、これについても３種類、年度ごとに分かれて説明され

ておりますが、これについては、このまま据え置きになるということとあわせますと、環境性能
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割と、それから種別割というふうな合計されて、臨時的軽減が終了した後、この上記の環境性能

割の２％がプラスになって増税の方向に向くのかどうか、この点についてどのようになっている

のかということと、あと１点は、電気自動車の税率の軽減状況ですけども、これは延長されて、

そして平成３４年４月１日から、取得した分については７５％に軽減されるということになるん

ですが、平成３３年といいますと、あと３年ぐらいですか、現在、電気自動車の保有者、町内で

何台保有されているのか、これについてお尋ねいたします。 

収納対策推進幹（池上君）  ただいま税制改正におきまして、軽自動車の改正の中身についてご質

問をいただきました。 

 まず、１点、軽自動車税につきましては、今まで一本の軽自動車税ということでしたが、今ま

でのものを名称変更して、種別割、新規として環境性能割が新たに創設がされると、その創設は

今年１０月からということでございます。 

 まず、１点目のご質問でございますけれども、住民の負担はどうなるのかということでござい

ますが、種別割については、変更がございません。環境性能割については、町に軽自動車税の一

部として税金の収入があるということでございますが、この分につきましては、今まで県で徴収

をしておりました自動車取得税が消費税引き上げに伴いましてなくなるということで、その分が

町のほうの軽自動車税に反映されるということでございますので、町民の方について、何か負担

がふえるということではございません。取得税の分が環境性能割として町に入る、県から来ると

いうような状況でございます。 

 したがって、種別割についても、特段、今までと変更はございませんので、住民の方が負担が

ふえるということはないかというふうに考えております。 

 それと、環境性能割、先ほどお話がございましたように、臨時的措置ということで、１％軽減

になるということで、２年目以降については、今のところはもとに戻るということでございます

が、先ほどのとおり、取得税がなくなることによって環境性能割が出るということでございます

ので、住民の負担がふえるというふうには考えておらない状況です。 

 それと、あとは軽自動車税の状況でございますけれども、今まで環境性能割ということで出て

おりましたけれども、７５％の軽減ということで当たるということでございますが、今のところ

軽自動車の５０％、２５％の軽減はございますけれど、７５％の軽減、電気自動車に限っての軽

自動車の部分については、３０年度、３１年度ということで、今のところ保有台数はない状況で

ございます。以上でございます。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）承認」 

────────────────────────────────────── 

 専決第５号「坂城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）承認」 
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────────────────────────────────────── 

 専決第６号「坂城町介護保険条例の一部を改正する条例について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）承認」 

────────────────────────────────────── 

 専決第７号「平成３０年度坂城町一般会計補正予算（第９号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）承認」 

────────────────────────────────────── 

 専決第８号「平成３０年度坂城町有線放送電話特別会計補正予算（第３号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）承認」 

────────────────────────────────────── 

 専決第９号「平成３０年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）承認」 

────────────────────────────────────── 

 専決第１０号「平成３０年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第６号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）承認」 

────────────────────────────────────── 

 専決第１１号「平成３０年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第３号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）承認」 

────────────────────────────────────── 

 専決第１２号「平成３０年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）承認」 

────────────────────────────────────── 

議長（西沢さん）  日程第１２「議案第２３号 坂城町副町長の選任につき同意を求めることにつ

いて」から日程第１５「議案第２６号 坂城町監査委員の選任につき同意を求めることについ

て」までの４件を一括議題といたします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（西沢さん）  朗読が終わりました。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君）  では、議案第２３号から第２６号までご説明申し上げます。 

 まず、議案第２３号「坂城町副町長の選任につき同意を求めることについて」ご説明申し上げ

ます。 

 本案につきましては、平成２３年６月の就任以来、７年１１カ月にわたりまして町政発展にご
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尽力いただきました副町長の宮下和久さんが、この４月３０日をもちまして辞任されました。 

 宮下副町長におかれましては、これまでの行政経験と行動力により、町の発展と健全な町政運

営等に多大なご尽力をいただいたところであります。今日までのご労苦に対し、心から感謝申し

上げる次第でございます。 

 その後任の副町長といたしまして、私が町長選挙におきましても公約いたしました「活力あふ

れた元気な町」「人の輝く町」「笑顔の町」「誇れる町」づくりを推進するために、私の補佐役

として、副町長に、教育長を７年２カ月務められたほか、これまでも企画政策課長、産業振興課

長などを歴任された宮﨑義也さんを選任したいと考えます。 

 教育長としての経験やこれまでの行政経験及びその行動力のある宮﨑さんが最適任であり、地

方自治法第１６２条の規定により同意をお願い申し上げるものであります。 

 続きまして、議案第２４号「坂城町教育委員会教育長の任命について」ご説明申し上げます。 

 本案につきましては、平成２４年４月の就任以来、７年２カ月にわたりまして町の教育行政に

ご尽力いただきました教育長の宮﨑義也さんがこの５月３１日をもちまして辞任されることにな

りました。 

 宮﨑教育長におかれましては、その経験と見識の高さを活かしまして、各学校の環境整備や生

涯学習の推進等に多大なご尽力をいただいたところであります。今日までのご労苦に対し、心か

ら感謝申し上げる次第であります。 

 その後任の教育長といたしまして、識見高く、広く教育活動を実践され、坂城町公民館館長と

して生涯学習分野に携わっていただいております清水守氏が適任と存じ、教育長を任命いたした

く、議会の同意をお願いするものであります。 

 なお、任期は残任期間となり、令和元年６月１日より令和２年６月３０日までの１年１カ月と

なります。 

 続きまして、議案第２５号「坂城町教育委員会委員の任命について」ご説明申し上げます。 

 本案につきましては、平成２４年１０月の就任以来、６年４カ月にわたりまして町の教育行政

にご尽力いただきました委員の竹内正美氏が２月１４日をもちまして辞任されました。 

 竹内正美氏におかれましては、その経験と見識の高さを活かしまして教育委員長職務代理者を

お務めいただくなど、学校の環境整備や生涯学習の推進等に多大なご尽力をいただいたところで

あります。今日までのご労苦に対し、心から感謝申し上げる次第でございます。 

 竹内正美氏の辞任に伴いまして、これまで空席となっておりましたが、新たに教育委員といた

しまして、識見高く、小学校のクラブ活動などで生け花の講師として教育現場で実践され、また

千曲川坂城陣太鼓にも加入し、生涯学習分野にも携わっていただいております高松陽子氏が適任

と存じ、委員を任命いたしたく、議会の同意をお願いするものでございます。 

 なお、任期は残任期間となり、令和元年６月１日より令和２年９月３０日までの１年４カ月と
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なります。 

 最後に、議案第２６号「坂城町監査委員の選任につき同意を求めることについて」ご説明申し

上げます。 

 本案は、監査委員の任期満了に伴い、現任の大橋房夫氏を引き続き選任いたしたく、地方自治

法第１９６条第１項の規定により同意をお願い申し上げるものであります。 

 大橋氏は、税理士として町内で税理士事務所を経営されており、さらに税理士会上田支部長や

長野県連合会副会長などの要職も歴任され、坂城町を中心に、上田市、千曲市など幅広く活躍さ

れておられます。 

 公会計においても、その専門的知識をより求められる時代で、会計事務に精通された専門的な

識見を有する方であり、最適任であります。 

 以上、よろしくご審議を賜り、適切なるご決定をいただきますようお願い申し上げます。 

議長（西沢さん）  提案理由の説明が終わりました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

（休憩 午前１１時１５分～再開 午前１１時１６分） 

議長（西沢さん）  再開いたします。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第１２「議案第２３号 坂城町副町長の選任につき同意を求めることについて」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）同意」 

議長（西沢さん）  ここで暫時休憩いたします。 

（休憩 午前１１時１７分～再開 午前１１時１８分） 

議長（西沢さん）  再開いたします。 

 ここで宮﨑義也君から発言を求められておりますので、許可いたします。 

副町長（宮﨑君）  私のために貴重な時間をいただきましてありがとうございます。 

 そして、ただいま副町長の選任に当たりまして、皆さんのご賛同を賜り、重ねて御礼申し上げ

ます。 

 教育長在任中につきましては、教育委員会の諸施策、諸事業にご理解、ご支援を賜りまして、

ここに改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 さて、このたびは副町長ということで、７年３カ月ぶりに直接町行政に携わり、山村町政３期

目を補佐していくことになりました。私一人では、このような重責を担うことはかないませんが、

全職員とともに、町長の目となり耳となり、手となり足となって、町民福祉の向上のために、そ

して「活力あふれた、輝く元気な町づくり」「人の輝く町」「笑顔の町」「誇れる町」づくりに

一丸となって努めてまいる所存であります。 

 議員の皆様方におかれましては、今までにも増してご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し
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上げ、甚だ簡単ではございますが、就任に向けての挨拶とさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第１３「議案第２４号 坂城町教委員会教育長の任命について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）同意」 

議長（西沢さん）  ここで議会を代表いたしまして副議長からお祝いの言葉をお願いいたします。 

副議長（小宮山君）  ただいま副町長、教育長が選任されました。議長より指名がありましたので、

議会を代表して一言お祝いの言葉を申し述べます。 

 ご就任おめでとうございます。副町長にご就任の宮﨑義也氏は、昭和５３年に坂城町職員とし

て勤務開始以来、長きにわたり教育長ほか、町の重要な職務を歴任され、町勢の発展と住民福祉

の向上にご尽力され、今日に至っております。このたび副町長としての重責を担われるわけであ

りますが、長年の行政経験を生かし、さらなる町勢の発展と元気な町づくりの推進に寄与されま

すようご期待申し上げます。 

 また、教育長にご就任いただく清水守氏につきましては、昭和５５年、山ノ内中学校を皮切り

に、県内幾つもの小中学校で教鞭をとられ、平成３０年坂城小学校を校長として退職されるまで、

教育の現場一筋に歩まれ、昨年４月からは坂城町公民館長をなされております。高い見識を備え、

温厚なお人柄と伺っております。坂城町の教育の発展にご尽力くださいますようお願い申し上げ

ます。 

 人口減少社会の中で、住環境の整備や福祉、教育などの諸問題が山積しております。今後４年

間、それぞれのお立場で、山村町長を中心に町政のかじ取りをされるわけでありますが、どうか

健康に十分留意され、よりよい町づくりのため、積極果敢に、創意工夫に富んだ施策展開がなさ

れますようご期待申し上げ、お祝いの言葉といたします。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第１４「議案第２５号 坂城町教育委員会委員の任命について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）同意」 

────────────────────────────────────── 

◎日程第１５「議案第２６号 坂城町監査委員の選任につき同意を求めることについて」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）同意」 

────────────────────────────────────── 

◎日程第１６「議案第２７号 坂城町監査委員の選任につき同意を求めることについて」 

議長（西沢さん）  地方自治法第１１７条の規定により、１２番 塩野入猛君の退席を求めます。 

（塩野入猛議員 退席） 

議長（西沢さん）  暫時休憩いたします。 
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（休憩 午前１１時２３分～再開 午前１１時２４分） 

議長（西沢さん）  再開いたします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（西沢さん）  朗読が終わりました。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君）  それでは、議案第２７号「坂城町監査委員の選任につき同意を求めることについ

て」ご説明申し上げます。 

 本案は、このたびの議会議員の改選に伴い、議会選出の監査委員としてご活躍いただいており

ました塚田正平氏が任期満了を迎え、新たに塩野入猛氏を議会選出監査委員として選任いたした

く、地方自治法第１９６条第１項の規定により同意をお願い申し上げるものであります。以上、

よろしくご審議を賜り、適切なるご決定をいただきますようお願い申し上げます。 

議長（西沢さん）  提案理由の説明が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）同意」 

────────────────────────────────────── 

議長（西沢さん）  暫時休憩いたします。 

（休憩 午前１１時２６分～再開 午前１１時２７分） 

議長（西沢さん）  再開いたします。 

────────────────────────────────────── 

◎日程第１７「議案第２８号 平成３０年度坂城町立小中学校空調設備設置工事請負契約の締結 

について」 

議長（西沢さん）  職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（西沢さん）  朗読が終わりました。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君）  それでは、議案第２８号「平成３０年度坂城町立小中学校空調設備設置工事請負

契約の締結について」ご説明申し上げます。 

 本案は、坂城町立小中学校空調設備設置工事の請負契約について、坂城町議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、議会の議決をお願いするものであります。 

 工事の内容でございますが、南条小学校１５教室、坂城小学校１７教室、村上小学校１４教室、

坂城中学校１９教室の計６５教室に空調設備を設置するものでございます。 

 請負金額は１億５，４４４万円で、契約の相手方は、松澤工業株式会社でございます。 

 工期につきましては、議決をいただいた日から令和元年１０月３１日まででございます。 
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 以上、よろしくご審議を賜り、適切なるご決定をいただきますようお願い申し上げます。 

議長（西沢さん）  提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

１３番（中嶋君）  いよいよ暑い、それこそまた夏がやってくるわけで、何年も前から議会側でも、

できるだけ早く子供たちのことを考えて、エアコンをつけてやろうじゃないかと、町も本気にな

っていただきました。これはまさに両輪で一生懸命やったという中でありますので、ありがたく

思っております。 

 いよいよ子供たちも空調のきいた涼しいところで一生懸命勉強できると、こういうことは、と

ても私はいいことだと思っております。いよいよ坂城町も子供たちのために頑張ったと、そうい

うことでありますが、ちょっと一つだけ気になるのは、今、町長からもご報告を受けたわけでご

ざいますが、議会、この今の議決の日から、これ議決、今日されると私思いますが、令和元年の

１０月の３１日までということがちょっとひっかかるわけでございますが、その間にやっちまう

かということならいいんですが、せっかく今、提案の中でやっていただくことはうれしいわけで

すが、まさか完成が１０月３１日じゃこれ困りますもので、秋になってきてからこんなものをや

る価値はないと、こう思うわけでございますが、その辺のところはどうでしょうか。今の言うな

れば、この夏の暑い時期前にできるのかどうか、その辺のちょっとご確認をしておきたいと思い

ます。以上であります。 

教育文化課長（堀内君）  ただいまの工期はもっと早くできないのかといったご質問でございます。 

 新年度に繰越しまして、４月に入札を実施させていただきました。このような団体、全国一斉

に行っている事業でございます。多数ございますが、その中で、私ども当町の状況といたします

と、空調機器、エアコン本体の調達につきましては、何とか予定どおりいけるかなといった見込

みはございます。 

 ただ、受電設備、高圧受電装置の変更が必要となる、こちらの設備につきましては、受注生産

であるため、発注してから、その設備が完成するまで３カ月ほどを要するといった状況でござい

ます。 

 さらに、その取付工事までを含みますと、合わせて四、五カ月の工期がどうしても必要になる

といったことでございますので、この夏の使用にはちょっと間に合わないような見込みといたし

まして、１０月末の竣工ということでお願いを申し上げているところでございます。 

 ただし、できるだけ工期を、工程を短縮する中で、早期竣工を図ってまいりたいと、いろいろ

な昨年緊急措置でつけました３階の冷暖房設備、こちらを活用する中で、暑いところから順次使

用できるような工夫をして、早期竣工につなげてまいりたいと考えているところでございます。 

１３番（中嶋君）  こういうことでは、困るだわ。またな。うんと喜んだら、ぬか喜びだわ。また、

１年間、これ子供たち暑いところで。それは、家庭用の小型のやつはつけましたよ。去年ね。あ
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れ余りきかないという話ですよ、親に聞きゃあ。やってよかったと思ったら、こういうことです

か。 

 だけど、私は言っておきます。ここでえらい怒ったって始まらないですよね、これは日本中の

ことだから。 

 ただ、私は、坂城町民、坂城町の子供たちとしては、そうはいったって日本中で全部やるんだ

から、すぐやるところだってあるんだからね。我々選挙もあったし、いろいろこの状況があるわ

けでございますが、それはしようがない。 

 ただ、そうはいいましても、そんたくじゃありませんが、できるだけ坂城町を優先にするよう

な、ひとつこれは町長にもお願いしておきます。ご努力をしていただければ、私は今のご答弁で

結構でございます。ひとつ頑張ってお願いしたいと思います。以上であります。 

議長（西沢さん）  ほかにございませんか。 

１４番（大森君）  まず、基本的なところをお尋ねいたしますが、指名競争入札による契約という

ことであるんですが、この指名競争で何社を指名され、そしてこの１億５，４４４万という、こ

れの落札の率はどのぐらいなんでしょうか、まずお尋ねいたします。 

教育文化課長（堀内君）  指名業者数につきましては７社の指名でございました。 

 落札率につきましては８１．６％でございます。 

１４番（大森君）  わかりました。この７社の中で、町内の企業は指名されているんでしょうか。 

教育文化課長（堀内君）  指名業者７社のうち、町内業者はありません。 

１４番（大森君）  最後お尋ねいたしますが、この入札の基準はどういう基準で７社を決められた

んでしょうか。 

教育文化課長（堀内君）  どのような基準で指名したかといったご質問でございます。 

 事業規模及び実績から指名業者を選定しております。具体的には、工事の資格がある登録業者

のうちから各小中学校改築改修工事施工業者及び町内の公共施設の設備施工業者といった事業実

績のある業者を指名して行った結果、町内業者への指名には至らなかったといった状況でござい

ます。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

────────────────────────────────────── 

議長（西沢さん）  次に、追加議案の審議に入ります。 

 追加日程第１「発議第１号 地域交通網対策特別委員会の設置について」から追加日程第

３「発議第３号 広報発行対策特別委員会の設置に関する決議について」までの３件を一括議題

とし、議決の運びまでいたします。 

 職員に発議を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 



- 21 - 

議長（西沢さん）  朗読が終わりました。 

 提出者の趣旨説明を求めます。 

 はじめに、発議第１号について。 

 １０番 朝倉国勝君の趣旨説明を求めます。 

１０番（朝倉君）  「地域交通網対策特別委員会の設置について」趣旨説明を行います。 

 永年の懸案でありました上田・坂城バイパスが平成２２年３月に本町鼠橋まで開通いたしまし

た。そして、利便性の向上等が図られたところであります。 

 しかし、当町に出入りする幹線道路は、一般国道１８号、主要地方道長野・上田線に限られて

おり、上信越自動車道の完成後も、朝夕の通勤時には慢性的な交通渋滞が起きており、広域幹線

道路としての機能の低下が危惧され、経済活動にも大きな影響が出ております。 

 さらに、インター先線の延長も計画される中で、地域住民の住環境の向上、地域産業の活性化

等を図るために、町内の主要な幹線道路の整備促進は待ったなしの状況になってまいりました。 

 議会といたしましても、特別委員会を設置して、引き続き調査・研究を行い、調査等が終了す

るまで行うことをご提案申し上げる次第であります。 

 よろしくご審議の上、皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げて、趣旨説明といたします。 

議長（西沢さん）  次に、発議第２号について。 

 １４番 大森茂彦君の趣旨説明を求めます。 

１４番（大森君）  発議第２号「坂城駅周辺活性化特別委員会の設置について」趣旨説明を申し上

げます。 

 近年、大型店や量販店の地方への進出で、地元商業の取り巻く環境は厳しく、全国の商店街で

はシャッター通りと称される状況が広がっております。当町においても、生鮮食料品を扱う店舗

も少なくなり、地域住民の生活にも影響が出てきております。 

 こうした中、坂城駅にエレベーターが設置され、町ではこれに合わせて坂城駅周辺のバリアフ

リー化を進めております。また、駅周辺には鉄の展示館やふるさと歴史館、文化財センター、中

心市街地コミュニティセンター、そして１６９系電車など、町の施設が集中しております。これ

ら施設の連携と有効活用、そして商店の組織や周辺地域住民との協働で、坂城駅周辺の活性化を

期待するところであります。 

 議会といたしましても特別委員会を設置し、調査研究を行うことをご提案申し上げ、よろしく

ご審議の上、全員の皆さんのご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、私の趣旨説明といた

します。 

議長（西沢さん）  次に、発議第３号について。 

 ２番 小宮山定彦君の趣旨説明を求めます。 

２番（小宮山君）  「広報発行対策特別委員会の設置に関する決議について」趣旨説明を行います。 
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 議会の使命は、住民の代表として町の政策を最終的に決定するとともに、その政策を具体化す

るための条例の制定・改正、あるいは廃止、行財政の運営や事業等が効率的かつ民主的に執行さ

れているかのチェックなどであります。 

 さらに、地方自治法第１１５条では、「議会の会議はこれを公開する」と規定しております。

議会の活動実態、審議の内容及び結果を町民に知らせることは、民主主義の基本であります。 

 つきましては、特別委員会を設置いたし、議会報の編集、発行について、調査研究を行うこと

をご提案申し上げる次第であります。 

 よろしくご審議の上、全員の皆さんのご賛同を賜りますようお願い申し上げて、趣旨説明とい

たします。 

議長（西沢さん）  以上で趣旨説明が終わりました。 

────────────────────────────────────── 

◎追加日程第１「発議第１号 地域交通網対策特別委員会の設置について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

────────────────────────────────────── 

◎追加日程第２「発議第２号 坂城駅周辺活性化特別委員会の設置について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

────────────────────────────────────── 

◎追加日程第３「発議第３号 広報発行対策特別委員会の設置に関する決議について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

────────────────────────────────────── 

◎追加日程第４「特別委員会委員の選任について」 

議長（西沢さん）  特別委員会委員の選任につきましては、委員会条例第６条第４項の規定により、

議長において指名いたすことになっております。職員をして朗読のとおり指名いたしたいと思い

ます。 

議会事務局長（関君）  朗読いたします。 

 地域交通網対策特別委員会委員、朝倉国勝議員、山城峻一議員、西沢悦子議員、中嶋登議員、

塩野入猛議員、吉川まゆみ議員、玉川清史議員。 

 坂城駅周辺活性化特別委員会委員、大森茂彦議員、大日向進也議員、小宮山定彦議員、滝沢幸

映議員、栗田隆議員、中島新一議員、祢津明子議員。 

 広報発行対策特別委員会委員、小宮山定彦議員、山城峻一議員、玉川清史議員、栗田隆議員、

大日向進也議員。以上であります。 

議長（西沢さん）  朗読が終わりました。 

 お諮りいたします。 
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 ただいまの朗読のとおり指名することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（西沢さん）  異議なしと認めます。 

 よって、朗読のとおり選任することに決定いたしました。 

 なお、委員会条例第７条第２項の規定により、各特別委員長及び同副委員長の互選の結果につ

いて報告を申し上げます。 

 地域交通網対策特別委員長、朝倉国勝君、同副委員長、山城峻一君、坂城駅周辺活性化特別委

員長、大森茂彦君、同副委員長、大日向進也君、広報発行対策特別委員長、小宮山定彦君、同副

委員長、山城峻一君。以上であります。 

────────────────────────────────────── 

議長（西沢さん）  以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 ここで町長から閉会の挨拶があります。 

町長（山村君）  令和元年第２回坂城町議会臨時会の閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

 本臨時会におきまして、ご提案をいたしました全ての案件につきまして、ご同意、議決をいた

だきまして、感謝申し上げます。 

 また、本日は、西沢議長さん、小宮山副議長さんを始め、監査委員、各常任委員会等、坂城町

議会の新しい体制が整いました。議員の皆様におかれましては、それぞれの役割においてご活躍

されますことをご期待申し上げます。 

 また、私たち執行部側もこれで新しい体制が整いました。副町長に選任されました宮﨑さん、

教育長の清水さんには、それぞれの立場の中で責任を果たし、「活力あふれた、輝く元気な町づ

くり」に尽くしていただけると期待しております。 

 退任となりました前副町長の宮下和久さんにおかれましては、約８年間、豊かな発想力で町の

事業推進に尽力をいただきました。大変ありがたく思っております。厚く御礼を申し上げます。 

 さて、５月２５日から６月９日まで、「第１４回ばら祭り」が開催されます。薔薇人の会と企

業オーナーの皆さんが丹精込めて育てた美しいバラが咲き誇り、甘い香りとともに来訪者を迎え

ます。また、期間中の６月２日には、坂城駅前多目的広場を会場に、町内外の新鋭ワイナリーと

飲食店が多数出店する、当町で初めての「葡萄酒祭り」が開催されます。 

 当日は、両会場を結ぶ無料シャトルバスが運行され、また賑わい創出に向けた各種イベントも

計画されています。双方のお祭りが一層の盛り上がりを見せるとともに、ワインが町の文化とし

て浸透し、坂城産ワインを応援する機運が醸成するものと大いに期待するところでございます。

議員各位をはじめ、大勢の皆様にご参加をお願いしたいと思っております。 

 また、６月２日には、今回で３回目となります「ハワイアンフェスタ２０１９」がびんぐし公
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園の屋外ステージ、びんぐしわくわくステージで開催されます。こちらもお楽しみいただければ

と思います。 

 また、６月１日には、町内３小学校の運動会が開催されます。子供たちの頑張る姿をご覧いた

だくとともに、ご声援をいただければと思います。 

 ６月議会定例会に向け、議会、そして町が新しい体制でスタートいたします。議員各位のご活

躍をお祈り申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

議長（西沢さん）  これにて令和元年第２回坂城町議会臨時会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（閉会 午前１１時５３分） 
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